
 

                                                 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ９ 日
総 務 部 人 事 課

                             電 話 ： 04 3 - 223 -2 038

令和８年度 組織及び定数の見直しについて                            

   

地域の活性化やこども政策の推進に向けて体制の強化を図るとともに、児童

相談所の体制整備など、県の重要施策を着実に推進するため、効率的かつ効果

的な業務執行体制が構築できるよう、組織の見直しを行います。

また、企業局における水道用水供給事業の統合などに対応するため、定数 

条例の改正を行います。

１ 組織改正の概要

（１）知事部局

 ≪地域の活性化≫

  ① 産業拠点の整備に向けた体制強化

・ 成田空港の拡張事業や広域道路ネットワークの整備が進む中、本県の   

更なる発展に向け、成田空港周辺地域においては、県が直接施工する  

ことも含め、さまざまな手法により産業用地の整備を進めるとともに、

県経済をけん引する地域に企業を誘致し、投資を呼び込むことで産業  

集積を進めるため、総合企画部に「産業拠点整備戦略担当部長」及び  

「産業拠点整備戦略課」を新設します。（これに伴い、地域づくり課は  

廃止します。）

・ なお、今後の動向により、空港周辺地域等で、県が産業用地整備を  

直接施工する場合は、施工業務を企業局で実施することを想定して  

います。

≪こども政策の推進≫

  ② こども政策の推進に向けた体制強化

・ 少子化対策や次世代を担うこども、若者への支援をより一層進めると  

ともに、こども・若者施策に係る部局横断的な企画立案や総合調整を   

推進するため、健康福祉部に「こども家庭担当部長」及び「こども・若者

政策課」を新設します。

 ≪児童虐待の防止≫

  ③ 児童相談所の体制整備

・ 印旛児童相談所（令和８年４月２０日開所予定）及び松戸児童相談所

（令和８年秋頃開所予定）を新設します。

・ 一時保護所の夜勤体制を強化するため、児童相談所の児童指導員及び

保育士を増員します。
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≪健康危機への対応≫

④ 感染症対策に係る体制強化

・ 平時における感染症対策と健康危機発生時の対応を一元的に所掌する

ため、疾病対策課から感染症関係業務を移管し、健康福祉政策課に「健康

危機・感染症対策担当課長」及び「感染症対策室」を新設します。

≪保健医療専門職の養成≫

  ⑤ 保健医療大学の機能強化に向けた体制整備

・ 保健医療大学の大学院設置や公立大学法人化等に向けた取組を着実に

推進するため、医療整備課に「県立養成施設支援担当課長」及び    

「県立養成施設支援室」を新設します。

≪観光振興の推進≫

  ⑥ 観光地域づくりに向けた体制強化

・ 海や温泉などを活用した観光地域づくりをより一層展開していくため、

観光政策課に「観光地域づくり担当課長」を新設するとともに、新たな  

観光推進室を「観光地域づくり推進室」に改組します。

⑦ 宿泊税導入に向けた体制強化

・ 県内の観光・宿泊業の持続的な発展に必要な宿泊税の導入に向けた 

取組を推進するため、観光政策課に「宿泊税準備室」を新設します。

≪社会資本の充実≫

⑧ 戦略的な港湾の活用に向けた体制強化

  ・ 産業振興や地域経済の活性化に重要な役割を担う県内港湾の戦略的な

活用や千葉ポートパーク及び周辺地域の活性化に向けた取組を進める

ため、港湾課の港湾振興室を「港湾戦略室」に改組します。

⑨ 下水道の大規模管路更新に向けた体制強化

  ・ 国土強靭化実施中期計画に基づき、老朽化した下水道管路の更新を 

迅速かつ的確に実施していくため、下水道課に「大規模管路更新班」を

新設します。

 ≪戦略的広報の推進≫

  ⑩ 戦略的広報の推進に向けた体制強化

  ・ 県政情報の発信強化や戦略的な広報の企画・調整を推進するとともに、

千葉ならではの多様な魅力のブランド化を進め、広く発信するため、 

総合企画部に「報道・魅力発信担当理事」を配置します。



 

（２）企業局

≪水道事業に係る安定給水の確保≫

  ① 水道施設の計画的な更新・整備の推進に向けた体制整備

・ 老朽化した水道施設の計画的な更新・整備をより一層推進するため、

水道部に水道施設の大規模工事に関する業務等を集約して行う「建設課」

を新設します。

 ≪水道用水供給事業の統合≫

  ② 水道用水供給事業の統合に伴う体制整備

・ 水道用水供給事業に係る経営基盤を強化し、将来にわたって地域への

安定給水を維持していくため、令和８年４月から九十九里地域及び

南房総地域の水道用水供給事業を統合し、企業局が経営することに

伴い、「用水供給部」を新設します。

・ 用水供給部には、「用水供給管理課」と「用水供給施設課」を新設する

とともに、出先機関として「九十九里用水供給事務所」と「南房総用水

供給事務所」を設置します。

（３）教育庁

≪高校関連施策の推進≫

 ① 全国高等学校総合体育大会に向けた体制強化

・ 全国高等学校総合体育大会の令和９年度開催に向けて、開催市町実行

委員会の運営を支援するため、保健体育課の高校総体準備班を   

「高校総体推進室」に改組し、体制を強化します。

２ 千葉県職員定数条例の改正（令和８年２月議会に提案予定）

  企業局において水道用水供給事業の統合等に対応するため、また、人事 

委員会事務局において職員採用に向けた取組強化を図るため、職員定数条例

の改正を行います。

○職員定数条例の改正案

             現在    改正案

企業局の事務部局 １，２２７人 １，４０７人（＋１８０人）

    （内訳）

・水道用水供給事業の統合 ＋１６０人

・その他行政需要への対応 ＋２０人

             現在  改正案

人事委員会の事務部局 ３１人 ３５人（＋４人）

   （内訳）

   ・職員採用に向けた取組強化 ＋４人

   


